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第３０回軽米町議会定例会  

 

平成３１年 ３月 ５日（火） 

午前１０時０１分  開 議  

 

議 事 日 程 

 日程第 １ 一般質問 

      １２番 古 舘 機智男 君 

      １３番 山 本 幸 男 君 

 日程第 ２ 議案第１４号  財産の譲渡に関し議決を求めることについて  
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎開議の宣告  

〇議長（松浦  求君） おはようございます。ただいまの出席議員は１２人であります。

定足数に達しておりますので、会議は成立しました。  

    なお、上山勝志君、古舘機智男君から欠席する旨の届け出があったことをご報告

します。  

    これから本日の会議を開きます。  

（午前１０時０１分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎諸般の報告  

〇議長（松浦  求君） 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。  

    本日の一般質問は、通告順によって１２番、古舘機智男君、１３番、山本幸男君

の２人を予定しておりましたが、先ほど報告のとおり古舘機智男君から本日欠席

する旨の届け出がありましたので、山本幸男君１人となりました。ご了承くださ

い。 

    次に、本日付で町長から議案１件の追加提出がありました。印刷配布してござい

ますので、朗読は省略いたします。町長から追加された議案１件の取り扱いにつ

いては、３月４日本会議終了後、議会運営委員会において協議した結果、平成３

１年度軽米町一般会計予算等審査特別委員会に付託して審査することで協議が調

った旨、議会運営副委員長から報告がありましたので、そのようにしたいと思い

ます。 

    以上により、本日の議事日程及び追加議案の付託区分表はお手元に配布してござ

いますので、朗読は省略いたします。  

    これで諸般の報告を終わります。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎一般質問  

〇議長（松浦  求君） これより本日の議事日程に入ります。  

    日程第１、一般質問を行います。  

    質問通告に基づき、発言を許します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◇１３番  山 本 幸 男 議員 

〇議長（松浦  求君） １３番、山本幸男君。 

             〔１３番 山本幸男君登壇〕  

〇１３番（山本幸男君）  改めまして、おはようございます。昨日は欠席して、大変と申

しわけありませんでした。昨日の一般質問の中でも私の質問通告に関する内容と
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同じような問題が提起されたと聞いておりますので、もしかすれば重複するかも

しれませんが、よろしくお願い申し上げたいと、そう思います。  

    今回の一般質問は任期中最後の一般質問ということになりますので、通告してお

りました２点、順次質問いたしますが、未来志向という観点から答弁願えればい

いなと考えておりますので、よろしくお願いします。  

    質問の第１点、近隣の町村では温泉、共同浴場、湯っこ等、類する名前がさまざ

まありますが、そういう施設がないのは軽米町のみ。何とか湯っこ、そういう施

設をつくらないかという提案を今まで何回となく、また一般質問、あるいは議案

審議の中で関連して質問してまいりましたが、いまだに実現しない、計画等もテ

ーブルに上がってこないというのが私の実感でございます。私の力不足を感じて

いるところでございます。そういう観点から、また風呂っこを軽米にということ

で質問したいと思いますので、よろしくお願いします。  

    そこで、新たな提案をいたしますが、町なかのど真ん中に交流の湯っこ、風呂っ

こ、共同浴場をつくりませんかという提案であります。私が想定しているのは、

場所は旧馬検場の跡地周辺、他町村では主にこういう施設は高台とか、あるいは

町なかから少し離れた場所、そういう場所であると考えています。私の提案する

のは、町なかのど真ん中、町の中心地にそういう施設をつくることによって町民

の交流、人の流れが期待でき、商店街の活性化、にぎわいの創出が期待できるの

ではないかと。いま一度、町長、検討してみてはどうですか、質問いたします。  

    あわせて、現在建築の計画が進められておりますかるまい交流駅（仮称）との併

設等は考えられないか質問いたします。  

    また、最後になりますが、湯っこ、共同浴場のない町、軽米、寂しい感が私はし

ますが、町長はそれについての感想を述べてもらいたいと。また、湯っこがない

けれども、軽米には何がある、元気が出る施設が、健康を保たれる施設がという

ようなことに対する何か施策をもしお持ちでしたらお示し願いたいと思いますが、

いかがですか。  

    以上。 

〇議長（松浦  求君） 町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕  

〇町長（山本賢一君）  山本議員の共同浴場、湯っこの建設についての質問にお答えいた

します。  

    公衆浴場の建設につきましては、山本議員のみならず、多くの町民の皆様方が希

望しているのではとの認識は持っておるところであります。湯っこ施設は、他世

代の交流の場、健康増進等に効果的な施設であるとともに、利用者には安らぎを

与える施設でもあると認識しております。町として計画してはどうかとのご質問
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ですが、老朽化が進んでいる公共施設を整備する際においては、福祉ゾーンを念

頭に町の財政的な事情、建設した場合の経営計画、管理計画など総合的に検討し

てまいりたいと考えております。  

    次に、かるまい交流駅（仮称）にあわせて検討してはどうかとの質問であります

が、これまでの議会等でもお答えいたしましたように、交流駅建設事業とは切り

離し、先ほども言いましたが、今後老朽化に伴い建てかえが必要となる公共施設

の整備にあわせて、湯っこの併設を検討してまいりたいと考えております。  

    近隣市町村で湯っこがないのは当町のみであるとのことについてどう考えている

かとの質問でございますが、山本議員が思い描く湯っことはかけ離れていると十

分認識した上で申し上げますが、老人福祉センターに町民全てが利用できる浴場

があり、高齢者のみならず交流の一助を担っていると思っておりますので、老人

福祉センターを皆様方には利用していただきたいと思っております。山本議員並

びに町民が希望するような湯っこにつきましては、ないというのが現実でありま

すので、先ほども言いましたように、公共施設の更新等の際に検討してまいりた

いと考えております。  

    以上、答弁とさせていただきます。  

〇議長（松浦  求君） １３番、山本幸男君。 

             〔１３番 山本幸男君登壇〕  

〇１３番（山本幸男君）  答弁ありがとうございました。  

    商店街に元気がなくなっているという観点から申し上げますと、小軽米もことし

になってから店がなくなりました。車がない、年をとった人たちのひとり暮らし、

大変な時代に突入したなと、そう思います。町なかの商店街も厳しい、元気がな

いように私からは見受けられます。交流駅があと３年ぐらいかかるわけですが、

３年たった軽米の商店街というのはどんな形になっているのかなという心配を私

は申します。そんな面では、町なかに元気をというようなことでさまざまな施策

があってもいいのではないか、その一つを担うのは私がさっき申し上げた湯っこ

だと考えております。町長の答弁は公共施設の改築といいますか、新築とかそう

いうのの中で検討したいと答弁がありましたが、具体的には私が期待する案と大

分離れているなという感じを持ちます。  

    そんな面で、また高齢化社会といいますか、軽米町の６５歳以上の人口は３９％

というふうにいつかの新聞で見ました。元気のよい年寄りが高齢社会にいるとい

うのが一つの目標の目安ではないかなと思います。なかなか人口はふえません、

どんどん減っていく状態でございます。そんな面では、高齢化社会の対応という

観点からも私は町のど真ん中に思い切った施設をつくるということが肝要ではな

いかと思いますが、いかがですか。  
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    また、町長は子育て日本一を掲げて頑張っております。さまざまな施策もいいの

ですが、私は湯っこは子育て、子宝という観点からも必要な施設ではないかなと

考えます。採算性、それから効率性を考えるとさまざまな問題点もあると思いま

すが、しかしながらそれらを克服して一つの場を設けるということは、私は決し

てマイナスにはならないと考えますので、新たな観点で検討してみてはいかがで

すか、お伺いします。  

    また、子育て、こういう湯っこをつくる施設のことについて、町民を対象に検討

委員会の設置、立ち上げを考えてはいかがですか。  

    また、町長は一昨年ですか、百人委員会というものを設置して、町民の声を集約

する委員会も立ち上げましたが、今回は一旦休むようでございますが、湯っこに

かかわる百人委員会というのもいかがなものだろうかと考えますが、どうですか。

この湯っこにつきましては、今まで何度か話題になったことがあると私は思いま

す。思い返しますと沢里地区に建築された焼却炉、それを利用して湯っこをつく

るという構想も一時あり、また昨年、一昨年のバイオマス発電の際に湯っこに活

用がどうのというのも私なりには期待もしておりました。  

    また、交流駅の建築について、当初は足湯云々という話題もあったように記憶し

ています。それらはやっぱり基本的には湯っこに対する関心が高いのではないか、

町も積極的に取り組んだほうがよいのではないかという観点からの提案だったの

かなと、そう考えています。  

    いずれも実現しなかったのですが、町長に改めて申し上げますが、湯っこに関す

る検討委員会を設置してさらなる検討を進めて町民に夢を与えてはどうかなと考

えますが、いかがですか。  

〇議長（松浦  求君） 休憩いたします。  

午前１０時１６分 休憩 

―――――――――――――  

午前１０時１６分 再開 

〇議長（松浦  求君） 再開いたします。  

    町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕  

〇町長（山本賢一君） 再三申し上げますけれども、要望が非常に高いということを私も

十分承知しております。また、百人委員会でも湯っこというような表現ではござ

いませんが、やはりスポーツなんかをやったときに汗を流すというか、そういう

ような場所があってもいいのかなというような声も聞いております。いずれにせ

よ、公共施設の更新も含めて総合的な見地の中で検討してまいりたいと思ってお

ります。  
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    以上でございます。  

〇議長（松浦  求君） １３番、山本幸男君。 

             〔１３番 山本幸男君登壇〕  

〇１３番（山本幸男君）  町長の答弁は理解いたしますが、思い切った形で展開がなされ

たほうがいいのではないかと思いますので、今後どうぞ共同浴場、湯っこの問題

についても引き続き研さんして前に向かってもらいたいと、そういう要望をいた

しまして、次の質問に移りたいと思います。  

    再生可能エネルギーの取り組みについて質問いたします。町長の施政方針演述の

中で、当町の再生可能エネルギー、太陽光発電についての説明がありました。山

内地区の西ソーラーは７月１日売電開始、１２月１日には東ソーラーが売電開始、

軽米尊坊につきましては伐採が全て終了し、防災設備の工事に着工していると。

また、高家地区につきましては平成３１年着工に向かってですから、ことし内に

着工というような方向で林地開発に向けて申請中というような説明でございます。

このことについて質問いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

    ２月２７日、先月のことですが、実はミレットパークより山内地区の施設を見る

にはどこに行けばいいかなという調査した結果、ミレットパークに行けば大体見

れるのではないかというような話を聞きまして、その場所に一人で行ってきまし

たが、また同僚の議員は折爪岳の山頂から見れば一望できると、自分は行ってき

たというような話も聞いております。そんなわけで、行ってみて感じたことにつ

いてちょっと述べてみますと、いずれ森林の伐採、道路、パネルの張りつけ、一

変した風景であります。すばらしい施設だといえばそうですが、また今まで見て

きた姿とは変わった風景でございます。山の神というのがもしいるのであれば、

山の神は怒っているのかなというような感じも正直してきた次第でございます。  

    そんなわけで、できたことについては私たちも容認してまいりましたからとやか

く言いませんが、今後心配なのは災害、とりわけ水害については大変と心配した、

そういう印象を持っております。かつて軽米町では平成１１年１０月２８、２９

日だと思いますが、季節外れの大雨、１０月の末にあんな大雨というようなこと

は多分経験したことがなかったのかなと思います。すごい水害がありまして、町

内は洪水で浸水、破壊というような大事件が起こったわけでございます。幸い明

るい時間帯でありましたので助かったと、もし夜に向けてのあの洪水であれば大

変な事件、事故になったのではないかと思われます。  

    また、今しゃべったのは雪谷川の関係ですが、瀬月内川につきましては、そのと

きもそうですが、一昨年の台風２８号でしたか、台風、大雨の中で大方晴山地区

の被害が毎年出ているというような状況だと思います。とりわけ竹谷袋、早渡、

晴山、高家、尾田のラインの町道の冠水はもう日常的だというように私は感じて
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おります。そのように取り巻く状況はそういう苦い経験、そういう状況があると

いうことを認識して考えますと、売電開始に先立って、当たって、私は防災、と

りわけ水害に関する意識を高めるのにもいま一度検証したほうがよいのではない

かなと考えますが、そのことについて町長並びに担当課長の答弁をお願い申し上

げたい。  

    また、あわせて万が一の貯水池が壊れたとか、ダムが壊れたとかというときに備

えてサイレンとか、そういう住民に周知する方法についてもいま一度検討したほ

うがよいのではないかとも考えますが、いかがですか。  

〇議長（松浦  求君） 町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕  

〇町長（山本賢一君）  山本議員の再生可能エネルギーの取り組みについてのご質問にお

答えいたします。  

    太陽光発電施設の防災対策について、大雨等に伴う災害対策にいま一度検証が必

要ではないか、例えば近隣住民にお知らせするようなサイレン等が必要ではない

かという質問についてでございますが、太陽光発電の防災対策についてはハード

面、ソフト面の対策が必要と考えております。ハード面につきましては、大雨に

対する対策として岩手県の林地開発許可基準に基づき洪水調整池、池ですね、こ

れを設置して、大雨が降っても一度に流れないように貯留して少しずつ放流して

いく設計となっております。これに基づき、調整池を軽米西山太陽光発電所に１

カ所、軽米西ソーラーに１２カ所、軽米東ソーラーに１７カ所、軽米尊坊に４カ

所を設置しております。ちなみに、昨年８月１５から１６日にかけて１４２ミリ、

時間当たり最大雨量２６．５ミリの大雨が降りましたが、調整池は十分対応でき

る状態でありました。  

    ソフト面につきましては、各事業者に設備整備計画の認定をする際に認定条件を

付しております。その認定条件の第１番目に、異常気象時における当該林地開発

に起因する災害が発生しないよう、あらかじめ気象予報に応じた警戒配備計画や

開発地の定期的巡回活動及び点検計画を策定するなど、保全に万全の措置を講じ

ることとしております。これを受けて事業者では警戒配備計画、点検計画を策定

することとしております。また、発電施設の管理を受託した会社の職員が施設の

安全確認の点検を実施し、必要に応じて水路の補修、調整池のしゅんせつを実施

することとなっております。  

    近隣住民にお知らせするようなサイレン等が必要でないかということでございま

すが、大雨警報が発令された場合は各調整池の状況をカメラで監視し、越流の可

能性がある場合は防災行政無線で周知したいと考えております。いずれ大雨、台

風などの気象情報について常に注意し、これまでと同様災害の危険性を判断し、
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早目に対応してまいりたいと考えております。 

    以上、答弁とさせていただきます。  

〇議長（松浦  求君） １３番、山本幸男君。 

             〔１３番 山本幸男君登壇〕  

〇１３番（山本幸男君）  関連して質問したいと思います。  

    さまざまな施策を持ち合わせているというようなことでございますが、地球温暖

化、異常気象という信じられないようなことが起きているこのごろでございます。

そんな面では、私が質問したとおり売電が現実となった現在、改めて専門家ある

いは第三者、町民、行政一体となって検証、新たに点検できるというような委員

会をつくって、その対応をしたほうがよいのではないかなと改めて提案したいが、

いかがですか。  

    とりわけ先ほど申し上げたとおり、平成１１年の災害も季節外れの大雨、予想さ

れない雨量というようなことが原因で大変と被害が拡大したというふうに感じま

す。また、山内地区の竹谷袋から尾田まで私は道路の冠水等はもう日常的である

と考えておりますので、それらも含めて再度売電前にいま一度検証する委員会が

あってもいいのかなと思いますが、いかがですか、その点が第１。  

    今回対象になっております山内の西、東、それから小軽米の尊坊、高家と合わせ

ますと面積約１，０００町歩の開発でございます。そのことから考えれば、私は

さまざまな被害が心配されますので、改めてそういう委員会を立ち上げてはどう

かなと思いますが、重ねて要望したいと思います。  

    それから、具体的に担当課長、町長にお伺いしますが、残地の緑はこれから契約

期間２０年確保されますか。緑がなくなるというようなことは予測されないか、

されるか。  

    それから２番目、パネルの増減というのはあるか。例えば今張りつけた、また空

間ができたので増にするとか減にするとかというパネルの増減というのは予測さ

れますか、２点目。  

    ３点目、調整池の管理、点検は誰が。先ほどの町長の答弁の中に管理会社が云々

というようなことも触れられましたが、多分売電が始まりますと一般の人はその

周辺にはもう入っていけない。誰かがというようなことになりますので、調整池

が泥で浅くなったとかというような現象は一般では検証できないというような形

になるのではないかと。それなりにやっぱり行政も町民も時々検証に参加できる

というような制度はないのか、あるのか、誰が管理するのか、重複していますが、

もう一度お願いしたい。 

    それから、林地開発の手続を今高家地区でやっていると思いますが、その林地開

発の手続というのは誰が主体的にやるものですか。事業者、町、県の中で主体的
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に誰がやって、誰の責任でそれがなされるのか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

    それから５番目、ちょっと長い言葉ですが、残地森林等の維持・管理に関する協

定書というのは締結していますか。もしかすれば林地開発の申請するときに必要

な書類なのかどうか、ちょっと確認もしたいので、それらについてお聞き願いた

い。 

    以上。 

〇議長（松浦  求君） 副町長、藤川敏彦君。 

             〔副町長 藤川敏彦君登壇〕  

〇副町長（藤川敏彦君） 山本議員の質問にお答えいたします。たくさん質問ございまし

たので、ちょっと順不同になるかと思いますが、私で答えれる範囲で答えさせて

いただきます。また、答えられない部分については担当課長のほうからお答えい

たします。  

    まず初めに、委員会を設けてはいかがかという話がございました。これにつきま

しては、委員会を設ける以前に林地開発等でしっかりこれを検証しているという

ふうに考えております。もしもやるのであればそのときにやっているというふう

なことでお答えしたいと思います。これについては今からやるのは甚だ困難であ

ると。もう７月１日に発電開始になるときに、今から委員会を設けてというのは

ちょっと困難であるのかなというふうに思います。それで工事をとめるようなこ

とになると、いずれどういった根拠でなるのかと、委員会を立ち上げたとしても

その立証というのが非常に困難な部分があるかと思います。数値的に林地開発が

適正に管理してやっているというふうに理解しております。  

    あと、パネルの件がございました。今実際向川原の発電が一番大きな部分があっ

たのですが、先般１２月、１月にかけてそれが中止になったというふうなことを

ご説明いたしました。そういった中で、今実際面積として残っているのが約６５

０ヘクタールぐらいだと思います。その中でもパネルが張られる部分というのは、

実際のところはその４０％ぐらいというふうに理解していただければいいと思い

ます。 

    そして、先ほどの質問に対するお答えになるかと思いますけれども、残った部分

は残地森林という扱いになります。そのほか通路とかもございますけれども、残

地森林という扱いで、この契約はどうなるのかと、切られるおそれはないのかと

いうことでございます。林地開発ですので、そこは森林扱いになります。森林法

の５条森林という言い方をしておりますけれども、それについては適正に森林計

画を立てなさいというふうなことで、森林計画制度の中で動くことになっており

ます。全然伐採するなということは、恐らく伐採はないと思いますけれども、適
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切に間伐等の管理をしていくと。放っておくというのは、やはり人工林の部分は

危険な部分がございますので、それについては適切に管理していくという契約と

いいますか、指針ができております。これにのっとって実行していただくと、こ

れは行政側の責任でやっていただくというふうなことになっております。  

    あと、排水処理等の、それを検証できるシステムはないのかというふうなことで

ございますが、これにつきましては今西山地区でも管理しているところを見たこ

とがありますけれども、東京の業者のほうで集中的に全ての発電所をモニターで

管理しております。１つの部屋で全ての日本中の発電所をですね。私もその西山

のやつは見たことございます。今回大規模なソーラーが、西、東が発電開始にな

るわけですが、当然これもモニターしていくというふうなことになるかと思いま

す。 

    そして、これに対して住民が管理できるシステムがないのかというふうなことで

ございますけれども、今のところ基本的には業者が一括管理すると、責任を持っ

て管理していくということと、あと役場でもモニターで見れるシステムを、その

ＩＤをいただいて、そういった管理できるというふうなことは聞いております。

なかなか役場のＷｉ―Ｆｉ環境が弱いですので、これについては私のほうも常時

見れるように、役場だけでも２４時間Ｗｉ―Ｆｉ環境をつくってくれよという話

はしているところでございます。いずれそこに対して住民が見ることができるの

かといった場合は、まだその辺までは検討しておりませんけれども、いずれそう

いったご要望であれば要望に応じて検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

    あと、パネルがふえることがあるのかということでございました。これについて

は、電力会社のほうと何メガという契約を結んでおります、このぐらい売ります

よという契約書がございます。それ以上のパネルを実際は張っております。そし

て、一番経済的に、パネルの単価とかいろいろ計算して、最大限の売電をできる

ようなシステムを組んでいます。だから、多少なくなっても発電しなくなっても、

多分規定量の発電量は確保できるのかなというふうに思います。万が一大幅にふ

やすということは、さらに新たな経済産業省の許可が要るということで、発電単

価が今３６円で売っているものが例えば十何円とか、最認定という形になります

ので、これはあり得ない話だというふうに考えております。  

    以上、答弁といたします。  

〇議長（松浦  求君） 再生可能エネルギー推進室長、戸田沢光彦君。  

             〔再生可能エネルギー推進室長  戸田沢光彦君登壇〕  

〇再生可能エネルギー推進室長（戸田沢光彦君） 高家地区の林地開発の手続は誰が行う

かというご質問でございましたけれども、これは事業者から町に申請がありまし
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て、町で審査をして、そして町から県に手続をするというふうな形になります。

町では、そういった専門の方を依頼して審査をしていただいております。  

    それから、残地森林の維持管理の協定を結んでいるかということでございますけ

れども、これについては全ての事業者と締結しております。  

    以上、答弁とさせていただきます。  

〇議長（松浦  求君） １３番、山本幸男君。 

             〔１３番 山本幸男君登壇〕  

〇１３番（山本幸男君） ありがとうございました。ただいまの答弁でございますが、私

も勉強不足で用語的にわからない部分もありましたので、また改めての機会にさ

まざま教えてもらいたいと、そう思います。  

    そこで、質問の最後でございますが、いずれ山内地区、米田地区、高家地区を合

わせて１，０００町歩、六百何ぼでしたか、六百ちょっと向川原の関係もあった

からね。それから、高家地区も当初計画したより減になったというふうに聞いて

おりますので、それらの報告は具体的に町から受けておりませんでしたので１，

０００町歩と、そう発言しましたが、いずれ大規模な開発でございますので、そ

れに付随して水害というのはやはり過小評価しないほうがいい。また異常気象、

また今までの水害を受けた経験等を踏まえますと最大限の防災にしておくべきだ

と、そう考えます。そんな面では、私が提案した、あるいは質問した趣旨をどう

ぞご理解願って、災害のないようにさらなる検証をしたほうがいいのではないか

と、私は副町長の答弁は、検証委員会は今の時期難しいと言いましたが、私は可

能な限り売電に当たっての心構えといいますか、町民の財産と生命を守るのだと

いう立場から、可能な限りの検証が必要ではないかと考えますので、その点いか

がか質問したいと思います。  

    それから、残地森林等の維持管理の協定書が全部の事業所にあるという答弁でご

ざいますが、特別委員会の審議の中でももし提出可能であれば提出してもらいた

いと要望して、私の質問を終わります。  

〇議長（松浦  求君） 副町長、藤川敏彦君。 

             〔副町長 藤川敏彦君登壇〕  

〇副町長（藤川敏彦君） 再度検証委員会というお話がございました。いずれ大きな発電

施設になりますので、これからの部分でございます。そういった意味で、今もど

のように具体的に、体系的にどういった通報システムをとるのかとか、そういっ

た打ち合わせが正直な話、私のほうまではまだ来ておりませんので、その辺確認

しつつ、発電開始までにはそういった体系的な防災システムということを業者と

可能な限り詰めてまいりたいというふうに考えております。  

    あと、残地森林の協定書、これについては全部出すのは困難かもしれませんが、



- 82 - 

代表的なものは出せるかと思いますので、よろしくお願いします。  

〇議長（松浦  求君） 町長、山本賢一君。  

             〔町長 山本賢一君登壇〕  

〇町長（山本賢一君）  安全面に関しましては、今副町長が述べたとおりでございます。

私も当初から施設がつくられる前以上に安全な施設ということはもう重ねて申し

上げてきております。そういった点でも、調整池等もたくさんつくって、沢ごと

にたくさんつくってきておりますし、また私も機会を捉えながら施設の見守りも

しております。さらにまた、企業側には安全な施設をつくっていくことを重ねて

私も要望してまいりたいというふうに思っております。  

    以上でございます。  

〇議長（松浦  求君） それでは、次に移りたいと思います。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎議案第１４号の上程、説明、質疑、委員会付託  

〇議長（松浦  求君） 日程第２、議案第１４号 財産の譲渡に関し議決を求めることに

ついてを議題といたします。  

    提案理由の説明を求めます。  

    議案第１４号  財産の譲渡に関し議決を求めることについて、総務課総括課長、

吉岡靖君。  

             〔総務課総括課長 吉岡 靖君登壇〕  

〇総務課総括課長（吉岡  靖君） 本日追加提案させていただきました議案第１４号の提

案理由をご説明申し上げます。  

    議案第１４号は、財産の譲渡に関し契約を締結するため、地方自治法第９６条第

１項第６号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  

    譲渡は無償譲渡とし、譲渡の目的は社会福祉法人軽米町社会福祉協議会が整備を

進める特別養護老人ホームの整備を推進し、町の老人保健福祉の向上を図るため

であります。  

    譲渡する財産は、所在地が軽米町大字軽米第３地割２２番７、種別は土地で、細

目は宅地、数量６，５９５．０７平方メートルでございます。  

    譲渡の相手方は、岩手県九戸郡軽米町大字上舘第１地割７８番地１、社会福祉法

人軽米町社会福祉協議会会長、田名部晴夫でございます。  

    具体的な場所につきまして、平成２１年３月に岩手県から購入した県北農業試験

場跡地の一部でございます。資料として位置図、登記簿謄本の写し、公図の写し

を添付してございますので、ご参照願います。  

    議案第１４号についてご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 
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〇議長（松浦  求君） 以上で提案理由の説明が終わりました。  

    ただいま議題となっております議案１件については特別委員会に付託して審査す

る予定でございますが、この際、総括的な質疑を承ります。質疑ありませんか。  

             〔「なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦  求君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。  

    お諮りします。ただいま議題となっております議案１件については、平成３１年

度軽米町一般会計予算等審査特別委員会に付託して審査することにしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。  

             〔「異議なし」と言う者あり〕  

〇議長（松浦  求君） 異議なしと認めます。 

    よって、ただいま議題となっております議案１件については特別委員会に付託し

て審査することに決定しました。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

    ◎散会の宣告  

〇議長（松浦  求君） 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  

    次の本会議は、３月１２日午後２時からこの場で開きます。  

    本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。  

（午前１０時５２分） 

 


